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船舶事故調査報告書 

 

令和４年１１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年５月１９日 １８時１５分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市丸亀港北方沖 

 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から真方位００９°１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１９.９′ 東経１３３°４７.２′） 

事故の概要 漁船権現
ごんげん

丸は、投網作業中、船長が左手の親指を負傷した。 

事故調査の経過 令和４年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 権現丸、４.５７トン  

ＫＡ３－１８３６６（漁船登録番号）、個人所有 

１２.１０ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１８０kＷ、昭和５０年５月３日 

第２８０－４２２１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ８５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年４月１２日 

免許証交付日 令和３年１１月２２日 

         （令和９年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期（多度津） 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、刺し網漁を行う目的で、令和４年

５月１９日１７時５０分ごろ香川県宇多津
う た づ

町北浦漁港を出港し、１８

時００分ごろ丸亀港北方沖の漁場に到着した。 

船長は、機関のクラッチを後進に入れて本船を微速力後進とし、中

央部にある刺し網が巻かれたネットローラドラムのクラッチを外して

中立の状態とし、網の先端部にボンテンを付けて船首部から水深約 

１３～１４ｍに向けて投網作業を開始した。 

 船長は、‘刺し網の海面側に、約１５ｍ間隔で長さ約９ｍの黒い紐

（以下「本件紐」という。）が括
くく

られており、本件紐の約１.５ｍの部
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分に浮きを接続したロープ（以下「浮き用ロープ」という。）を結び

つける作業’（以下「本件結索作業」という。）を行いながら、投網作

業を続けた。（図１、図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船の投網作業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件結索作業の状況 

 

船長は、本件結索作業において、‘浮き用ロープを本件紐と重ねて

八の字に丸く囲んだ結び目の輪’（以下「本件結び目の輪」という。）

を作り、本件紐と浮き用ロープを結んだ。 

船長は、本件紐（網側）を縛り、浮き用ロープの結び目で本件紐を

固定する結び方で投網作業を続けた。（図３参照） 
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図３ 本件結び目の輪の状況 

 

船長は、１８時１５分ごろ、刺し網を約４５０ｍ投入し、本件結索

作業を続けていたところ、本件紐が船首側の刺し網と共に流れて行く

際、左手の親指が、無意識に本件結び目の輪に入り、本件紐（端側）

を持っていたので、本件紐（網側）によって締め付けられた。（図４

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 船長の左手の親指が本件紐で締め付けられた状況 

 

 船長は、左手の親指が本件結び目の輪から外せず、自身で左手を 

引っ張り、左手の親指が本件結び目の輪によって切断したのを認め

た。 

 船長は、すぐに刺し網を巻き揚げた後、家族に電話をして救急車を

呼ぶよう依頼して本船で北浦漁港に帰港し、救急車により香川県善通

寺市の医療センターに搬送され、左母指外傷性切断と診断されて応急

措置を受け、断端形成を伴う手術を行い、通院治療を要した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長は、左手の親指が本件結び目の輪に入って締め付けられた時、

自身１人で作業していたので、ネットローラドラムを操作して投網作
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業を止めることができなかった。 

本件紐は、刺し網を水深に応じて海底まで投入できるように、浮き

用ロープの結ぶ位置を変えて浮きの高さを調整する役割のものであっ

た。 

船長は、本事故当時、浮きの高さを調整する本件紐（端側）が長過

ぎて本件紐を踏まないように意識を向けていたと本事故後に思った。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、丸亀港北方沖において、後進しながら船首部から刺し網の

投網作業中、船長が、本件結索作業を続けていた際、無意識に左手の

親指が本件結び目の輪の中に入り、本件紐（端側）を持っていたこと

から、本件紐（網側）が引っ張られ、左手の親指が本件紐で締め付け

られて負傷したものと推定される。 

 船長は、浮きの高さを調整する本件紐（端側）が長過ぎて本件紐を

踏まないように意識を向けていたことから、無意識に左手の親指が本

件結び目の輪の中に入り、本件紐（端側）を持っていたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、丸亀港北方沖において、後進しながら船首部か

ら刺し網を投網作業中、船長が、本件結索作業を続けていた際、無意

識に左手の親指が本件結び目の輪の中に入り、本件紐（端側）を持っ

ていたため、本件紐（網側）が引っ張られ、左手の親指が本件紐で締

め付けられたことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 船長は、本事故後、浮き用ロープを使用せず、カラビナ式の固定具

に新替し、本件紐に丸い金具を約１.５ｍ毎に取り付け、同固定具を

使用して本件紐の同金具に浮きを設置することとした。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 浮きのカラビナ式の固定具 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、投網作業中、網の紐に浮きのロープを結んで固定

カラビナ式

の固定具 
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する際、指が同紐によって締め付けられるおそれがあるので、指

が同紐の結び目の輪の中に入らないように注意して意識を集中

し、作業を行うこと。また、あらかじめ同紐に浮きを固定するた

めの金具等を使用すること。 

・漁船の船長は、投網作業中、緊急時に備えて綱の紐を切断できる

鉈
なた

等を身に付けておき、いつでも使用できるようにしておくこ

と。 

・漁船の船長は、１人乗りの場合、できる限り甲板員を乗船させ、

ネットローラドラムの操作に就かせて投網作業を行うことが望ま

しい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２Ｍ 

宇多津町 

北浦漁港 

（本船の出港場所） 

香川県 

事故発生場所 

（令和４年５月１９日 

 １８時１５分ごろ発生） 

丸亀港 

丸亀港蓬菜町防波堤灯台 

牛島 

備讃瀬戸南航路 

香川県 

岡山県 

小豆島 

瀬戸大橋 
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写真１ 本船 

 


